
金
融
所
得
税
率
の 

引
上
げ
検
討
開
始
か

　

２
０
１
７
年
度
税
制
改
正
関
連
法

が
今
年
２
月
３
日
に
通
常
国
会
に
提

出
さ
れ
、
３
月
27
日
に
可
決
・
成
立

し
た
。
証
券
・
金
融
関
連
税
制
で
は

積
立
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
導
入
、
一
般
の
所

得
税
で
は
配
偶
者
控
除
の
見
直
し
が

注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

今
回
の
年
度
改
正
の
過
程
で
、
マ
ス

コ
ミ
等
に
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
検
討
さ
れ

て
い
た
項
目
が
あ
る
。
そ
れ
が
金
融

所
得
課
税
の
税
率
引
上
げ
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
政
府
の
税
制
調
査
会

で
配
付
さ
れ
た
資
料
で
は
、「
金
融

所
得
の
分
離
課
税
の
税
率
を
国
税
、

地
方
税
合
わ
せ
て
20
％
か
ら
25
％
に

引
き
上
げ
て
い
く
」
こ
と
を
検
討
す

べ
き
と
い
う
意
見
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
（
注
１
）。
ま
た
、
経
済
同
友
会
も
、

株
式
の
譲
渡
所
得
と
配
当
の
税
率
に

限
定
し
て
20
％
（
注
２
）
か
ら
25
％

へ
の
税
率
引
上
げ
を
提
案
し
て
い
る

（
注
３
）。
い
ず
れ
も
、
金
融
（
ま
た

は
株
式
）
所
得
の
20
％
税
率
の
適
用

が
、
所
得
税
の
再
分
配
機
能
を
ゆ
が

め
て
お
り
、
是
正
の
た
め
に
税
率
の

引
上
げ
が
必
要
と
主
張
す
る
。
こ
れ

ら
は
、
政
府
税
調
等
で
示
さ
れ
た
資

料
（
注
４
）
を
ベ
ー
ス
に
議
論
さ
れ

て
い
る
（
図
表
１
）。

　

図
表
１
は
、
年
間
の
税
額
を
所
得

金
額
で
割
っ
た
平
均
税
率
が
、
年
間

所
得
１
億
円
を
超
え
る
層
か
ら
低
下

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ

り
、
14
年
の
統
計
デ
ー
タ
に
基
づ
い

て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
資
料
に
は
、
①
各
所
得
者
層
の
人

数
を
考
慮
し
て
い
な
い
、
②
申
告
納

税
者
の
み
を
対
象
と
し
、
申
告
を
行

わ
な
い
給
与
所
得
者
層
等
を
含
ん
で

い
な
い
、
③
株
式
所
得
も
、
申
告
納

税
が
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
の
み
を
対
象

と
し
て
お
り
、
源
泉
徴
収
あ
り
の
特

定
口
座
の
選
択
や
配
当
所
得
の
申
告

不
要
制
度
の
活
用
に
よ
り
確
定
申
告

２
０
１
８
年
度
税
制
改
正
で
、
金
融
所
得
課
税
の
税
率
引
上
げ
が
議
論
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
引
上
げ
の

論
拠
と
し
て
、
年
間
所
得
１
億
円
超
の
所
得
層
の
平
均
税
率
の
低
下
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
当
該
層
の
全
納
税

者
数
に
占
め
る
割
合
は
０
・
03
％
に
す
ぎ
ず
、
現
行
制
度
が
所
得
再
分
配
機
能
を
ゆ
が
め
て
い
る
と
は
い
い

が
た
い
。
む
し
ろ
、
特
定
口
座
や
申
告
不
要
の
配
当
等
も
考
慮
す
る
と
、
中
堅
以
下
の
所
得
層
が
増
税
と
な

る
。
ま
た
、
超
富
裕
層
の
場
合
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
伴
う
創
業
者
の
株
式
売
却
等
が
多
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
当
該

層
の
課
税
強
化
は
創
業
意
欲
の
減
退
や
周
辺
諸
国
へ
の
流
出
を
招
く
お
そ
れ
も
あ
る
。
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な
し
で
納
税
さ
れ
た
ケ
ー
ス
を
含
ん

で
い
な
い
、
と
い
っ
た
欠
点
が
あ
る
。

　

金
融
所
得
課
税
の
税
率
引
上
げ
の

議
論
は
、
18
年
度
税
制
改
正
に
お
け

る
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
る
可
能
性
が

あ
る
。
そ
の
た
め
、
個
人
投
資
家
を

対
象
と
す
る
証
券
・
金
融
市
場
関
係

者
は
、
そ
の
動
向
に
注
意
を
払
う
必

要
が
あ
ろ
う
。

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る 

富
裕
層
は
ご
く
わ
ず
か

　

①
に
関
し
て
い
え
ば
、
年
間
の
申

告
に
よ
る
株
式
譲
渡
所
得
が
１
億
円

を
超
え
る
層
の
人
数
は
４
６
５
２
名

で
、
株
式
譲
渡
所
得
の
申
告
者
の
２

・
６
％
、
申
告
納
税
者
全
体
に
占
め

る
割
合
は
０
・
08
％
で
あ
る
。
後
述

す
る
給
与
所
得
者
等
の
人
数
を
対
象

に
加
え
る
と
さ
ら
に
低
下
し
、
０
・

03
％
に
す
ぎ
な
く
な
る
（
国
税
庁
統

計
に
基
づ
き
筆
者
試
算
）。
年
間
所

得
が
１
０
０
億
円
を
超
え
る
層
の
人

数
は
申
告
納
税
者
全
体
で
11
名
、
株

式
等
の
譲
渡
所
得
者
で
も
９
名
に
す

ぎ
な
い
。
は
た
し
て
こ
れ
だ
け
少
人

数
の
納
税
者
が
、
わ
が
国
の
所
得
税

の
再
分
配
機
能
を
歪
め
る
ほ
ど
の
影

響
を
与
え
て
い
る
の
か
は
、
は
な
は

だ
疑
問
で
あ
る
。

　

②
に
関
し
て
い
え
ば
、
給
与
所
得

者
は
確
定
申
告
を
行
っ
た
納
税
者
の

み
が
含
ま
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
給

与
所
得
者
は
、
年
間
の
給
与
収
入
が

２
０
０
０
万
円
以
下
の
場
合
は
原
則

と
し
て
、
確
定
申
告
が
免
除
さ
れ
て

い
る
。
わ
が
国
の
納
税
者
の
大
半
を

占
め
る
こ
の
層
が
含
ま
れ
て
い
な
い

以
上
、
納
税
者
の
全
体
像
を
把
握
し

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

③
に
関
し
て
い
え
ば
、
わ
が
国
の

株
式
の
譲
渡
所
得
等
の
申
告
納
税
者

数
は
、
14
年
で
17

・
６
万
人
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
特

定
口
座
数
は
14
年

６
月
末
で
１
５
３

５
万
口
座
で
あ
る
。

た
と
え
ば
１
人
が

複
数
の
特
定
口
座

を
も
っ
て
い
た
と

し
て
も
、
特
定
口

座
を
通
じ
て
源
泉

徴
収
さ
れ
た
納
税

者
数
の
ほ
う
が
は

る
か
に
多
い
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
株
式
譲
渡

所
得
等
の
所
得
金

額
や
所
得
税
額
の

推
移
を
み
て
も
、

申
告
所
得
分
だ
け

で
は
全
体
像
を
把

握
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
が
わ

か
る
（
図
表
２
）。

（単位　億円）
年 2010年 11年 12年 13年 14年 15年

株式譲渡所得
申告分離 10,337 11,256 14,568 48,863 22,416 27,865

特定口座 
（源泉徴収あり） 6,761 5,636 6,313 72,795 28,554 38,024

配当所得
申告 7,672 8,223 8,933 11,711 12,063 11,162

申告不要（注） 11,695 13,377 14,534 31,656 36,557 ―

（注）　配当割から税率で割り戻して算出した金額から申告分の配当を控除した金額。
（出所）　国税庁「国税庁統計年報書」および総務省「道府県税徴収実績調査」に基づき大和総研が作成。

〔図表２〕  株式譲渡所得・配当所得の推移

〔図表１〕 申告納税者の所得税負担率と株式譲渡所得等の割合の推移

（注）　所得税負担率とは、所得税のみの平均税率のこと。
（出所）　国税庁「平成26年分申告所得税標本調査」に基づき大和総研が作成。
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お
そ
ら
く
、
一
般
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

層
は
、「
申
告
な
し
」
に
分
類
さ
れ

る
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

金
融
所
得
税
率
引
上
げ

は
大
衆
増
税

　

そ
こ
で
、
前
記
の
②
や
③
の
点
を

修
正
し
、
申
告
な
し
で
納
付
し
た
税

額
を
、
各
所
得
者
層
別
に
推
計
・
配

分
し
て
修
正
し
て
み
る
と
、
図
表
３

の
よ
う
に
な
る
。
推
計
・
配
分
方
法

の
概
略
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

②
に
つ
い
て
は
、
民
間
給
与
実
態

統
計
調
査
の
給
与
収
入
２
０
０
０
万

円
以
下
の
層
の
デ
ー
タ
を
給
与
収
入

か
ら
給
与
所
得
ベ
ー
ス
に
修
正
し
た

う
え
で
加
え
た
。
他
方
で
、
申
告
所

得
税
標
本
調
査
の
う
ち
重
複
す
る
と

思
わ
れ
る
部
分
は
除
外
し
た
。

　

③
に
つ
い
て
は
、
各
所
得
階
級
内

の
有
価
証
券
保
有
者
数
を
「
全
国
消

費
実
態
調
査
」
の
所
得
階
級
別
の
有

価
証
券
保
有
比
率
か
ら
推
計
し
た

（
申
告
者
の
割
合
が
こ
れ
を
上
回
る

場
合
は
申
告
者
の
割
合
を
有
価
証
券

保
有
比
率
と
し
た
）。
１
人
当
り
の

配
当
金
額
は
同
じ
所
得
階
級
内
で
あ

れ
ば
、
申
告
納
税
者
も
申
告
不
要
の

納
税
者
も
同
じ
と
み
な
し
、
申
告
納

税
者
の
１
人
当
り
の
配
当
所
得
を
有

価
証
券
保
有
者
数
に
乗
じ
て
、
各
所

得
階
級
別
の
申
告
分
と
申
告
不
要
分

を
あ
わ
せ
た
配
当
所
得
を
算
出
す
る
。

一
方
、
株
式
の
譲
渡
所
得
は
配
当
所

得
と
は
異
な
り
、
毎
年
発
生
す
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
有
価
証
券
保
有

者
数
に
「
株
式
譲
渡
所
得
申
告
者
数

／
配
当
所
得
申
告
者
数
（
た
だ
し
１

０
０
％
を
上
限
と
す
る
）」
を
乗
じ

て
株
式
の
譲
渡
所
得
者
数
を
算
出
す

る
。
各
所
得
階
級
別
の
１
人
当
り
の

譲
渡
所
得
等
は
申
告
し
た
者
と
申
告

し
な
い
者
と
で
同
額
で
あ
る
と
み
な

し
、
１
人
当
り
の
譲
渡
所
得
を
株
式

の
譲
渡
所
得
者
数
に
乗
じ
て
各
所
得

階
級
別
の
申
告
・
申
告
不
要
ト
ー
タ

ル
で
の
株
式
の
譲
渡
所
得
を
算
出
す

る
。
そ
の
う
え
で
、
税
率
を
５
％

（
20
％
か
ら
25
％
）
引
き
上
げ
た
場

合
の
影
響
を
試
算
す
る
。

　

金
融
所
得
税
率
を
５
％
引
き
上
げ

た
場
合
、
富
裕
層
だ
け
で
な
く
、
中

低
所
得
者
層
の
金
融
所
得
課
税
の
税

率
も
引
き
上
げ
ら
れ
る
。
試
算
結
果

を
み
る
と
、
各
層
別
の
増
税
額
合
計

ベ
ー
ス
で
は
、
年
間
所
得
１
億
円
超

の
富
裕
層
よ
り
も
、
中
堅
以
下
の
所

得
者
層
の
課
税
強
化
へ
の
影
響
が
大

き
く
、
と
く
に
年
間
４
０
０
万
円
か

ら
６
０
０
万
円
あ
る
い
は
１
２
０
０

（注） 　株式譲渡・配当所得の税率を国税で５％ pt引き上げると仮定。株式譲渡・配当所得について申告不要・特定口座分も推
計加算。図表左目盛の税率は所得税の税率のみ。

（出所）　国税庁「平成26年分民間給与実態統計調査」および「平成26年分申告所得税標本調査」等をもとに大和総研が試算。

〔図表３〕 金融所得課税の税率引上げによる「平均税率」（所得税）と税収に与える影響
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万
円
前
後
の
層
が
税
収
増
と
な
る
。

　

平
均
税
率
ベ
ー
ス
で
は
、
確
か
に

年
間
所
得
１
億
円
超
の
層
の
ほ
う
が
、

税
率
引
上
げ
に
伴
う
上
げ
幅
は
大
き

い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
年
間
所
得

金
額
８
０
０
万
円
以
下
の
層
（
当
該

層
の
給
与
所
得
者
数
と
申
告
納
税
者

数
の
合
計
が
全
所
得
層
の
給
与
所
得

者
数
と
申
告
納
税
者
数
の
合
計
（
全

納
税
者
数
と
す
る
）
に
占
め
る
割

合
：
95
・
28
％
）
は
、
平
均
税
率
が

現
行
の
金
融
所
得
課
税
の
税
率
（
20

％
）
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
。
５
％

引
き
上
げ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
、
年

間
所
得
金
額
が
８
０
０
万
円
超
１
５

０
０
万
円
以
下
の
層
（
当
該
層
以
下

の
給
与
所
得
者
数
と
申
告
納
税
者
数

の
合
計
が
全
納
税
者
数
に
占
め
る
割

合
：
98
・
90
％
）
も
、
金
融
所
得
課

税
の
税
率
が
平
均
税
率
よ
り
も
高
く

な
る
。
こ
の
層
は
、
17
年
度
税
制
改

正
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
所
得
制
限
に

よ
り
、
配
偶
者
控
除
が
受
け
ら
れ
な

く
な
る
層
と
重
な
り
、
配
偶
者
控
除

の
廃
止
と
金
融
所
得
税
率
の
引
上
げ

と
い
う
ダ
ブ
ル
パ
ン
チ
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
金
融
所
得
税

率
の
引
上
げ
と
い
う
の
は
、
富
裕
層

へ
の
課
税
強
化
と
み
せ
か
け
て
、
そ

の
本
質
は
〝
大
衆
増
税
〞
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み

に
図
表
３
は
、
株
式
の
配
当
や
譲
渡

に
よ
る
所
得
の
み
を
対
象
と
し
て
お

り
、
公
社
債
の
利
子
・
預
貯
金
の
利

子
な
ど
を
含
め
て
い
な
い
。
金
融
所

得
一
体
化
を
推
進
す
る
な
か
で
金
融

所
得
課
税
の
税
率
を
引
き
上
げ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
税

率
も
５
％
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
大
衆
増
税
的
な
側
面
は
よ
り

強
ま
ろ
う
。
だ
が
、
株
式
の
配
当
や

譲
渡
に
よ
る
所
得
の
み
を
対
象
に
税

率
を
引
き
上
げ
る
と
な
る
と
、
政
府

が
目
標
と
す
る
「
貯
蓄
か
ら
資
産
形

成
へ
」
と
い
う
流
れ
の
み
な
ら
ず
、

リ
ス
ク
を
負
っ
た
投
資
に
よ
る
成
長

資
金
の
供
給
を
も
阻
害
し
、
成
長
戦

略
・
デ
フ
レ
脱
却
の
障
害
と
な
り
か

ね
な
い
。
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き

た
金
融
所
得
課
税
一
体
化
の
動
き
に

も
逆
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

金
融
所
得
の
課
税
税
率

の
ほ
う
が
高
い

　

金
融
所
得
課
税
一
体
化
の
も
と
と

な
っ
た
北
欧
の
二
元
的
所
得
税
で
は
、

資
本
所
得
の
税
率
は
、
勤
労
所
得
等

の
最
低
税
率
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
ベ

ー
ス
と
し
て
い
る
。
金
融
所
得
税
率

は
わ
が
国
で
も
勤
労
所
得
等
の
税
率

よ
り
低
い
水
準
に
定
め
る
の
が
本
来

の
姿
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
し

た
よ
う
に
平
均
税
率
と
の
比

較
で
は
、
金
融
所
得
課
税
の

税
率
の
ほ
う
が
、
現
状
で
も

重
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

平
均
税
率
で
は
な
く
、
総
合

課
税
の
税
率
と
比
較
し
た
場

合
も
、
金
融
所
得
課
税
の
税

率
が
勤
労
所
得
課
税
の
税
率

よ
り
も
重
く
な
っ
て
い
る
層

の
比
率
は
高
く
な
っ
て
い
る

と
い
う
実
態
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。

　

図
表
４
は
、
国
税
庁
の
統

計
に
基
づ
き
、
所
得
税
の
総

合
課
税
の
限
界
税
率
（
累
進

税
率
に
お
け
る
い
ち
ば
ん
高

い
税
率
）
に
お
け
る
納
税
者

数
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

単
純
に
考
え
れ
ば
、
こ
れ
に

個
人
住
民
税
率
（
10
％
）
を

の
せ
る
と
、
所
得
税
・
個
人

住
民
税
合
計
で
の
総
合
課
税

の
限
界
税
率
と
な
る
。
算
出

結
果
を
み
る
と
、
所
得
税
の

限
界
税
率
５
％
（
個
人
住
民

税
と
合
わ
せ
る
と
15
％
）
の

層
が
65
・
８
％
を
占
め
る
。

所
得
税
の
限
界
税
率
が
10
％
（
個
人

住
民
税
と
あ
わ
せ
る
と
20
％
）
の
層

を
含
め
る
と
84
・
０
％
で
あ
る
。
つ

〔図表４〕  所得税の限界税率ブラケット別納税者数の割合
税率 給与所得者 申告納税者 合計 構成比（％）

5％ 24,291,167 2,186,225 26,477,392 65.8
84.0

10％ 6,580,381 749,886 7,330,267 18.2

20％ 3,782,763 255,729 4,038,492 10.0 10.0

23％ 1,384,987 322,447 1,707,434 4.2

6.0
33％ 257,136 183,571 440,707 1.1

40% 217,271 217,271 0.5

45％ 55,533 55,533 0.1

合　計 36,296,434 3,970,662 40,267,096 100.0 100.0
（出所）国税庁「民間給与実態統計調査」および「申告所得税標本調査」（2014年分）をもとに大和総研が試算。
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〔図表５〕 周辺国の税制（株式譲渡益・配当・利子）の比較

キャピタルゲイン（株式譲渡益） 配当 利子

居住者 非居住者 居住者 非居住者 居住者 非居住者

香港 非課税 非課税 非課税 非課税 原則、非課税 原則、非課税

シンガポール 非課税 非課税

国内配当：非課
税
国外配当：非課
税または総合課
税

国内配当：非課
税
国外配当：非課
税または総合課
税

原則、非課税。
一定のものは総
合課税

原則、22％の源
泉分離課税

マレーシア 非課税（注１） 非課税（注１） 非課税 非課税

原則、総合課税
の対象
預金利子：原則
５％の源泉徴
収、一定の銀行
の利子は非課税

原則、15％の源
泉分離課税
預金利子：一定
の銀行の利子は
非課税

インドネシア
売却額の 0.1％
の源泉分離課税
（注２）

売却額の 0.1％
の源泉分離課税
（注２）

10％の源泉分離
課税（注３）

20％の源泉分離
課税

預金利子：20％
の源泉分離課税
その他の利子：
15％の源泉徴収

20％の源泉分離
課税

中国 非課税（注４） 非課税（注４） 20％課税（注５） 10％の源泉徴収
（注６） 非課税（注７） 10％の源泉徴収

（注６）

韓国（注８） 非課税

譲渡益の 22％ま
たは売買代金の
11％のうち少な
い金額を源泉徴
収

15.4％の源泉分
離課税

22％の源泉分離
課税

15.4％の源泉分
離課税

22％の源泉分離
課税

台湾 非課税（注９） 非課税（注９） 総合課税（５％
～ 40％）の対象

20％の源泉分離
課税

債券利子：10％
の源泉分離課税
その他の利子：
総合課税（５％
～ 40％）の対象

債券利子：15％
の源泉分離課税
その他の利子：
20％の源泉徴収

タイ 非課税（注 10） 非課税（注 10） 10％の源泉分離
課税 10％の源泉徴収 15％の源泉分離

課税
15％の源泉分離
課税

フィリピン
売却額の 0.5％
の源泉分離課税
（注 11）

売却額の 0.5％
の源泉分離課税
（注 11）

10％の源泉分離
課税

25％（注 12）の
源泉徴収

20％の源泉分離
課税

25％（注 12）の
源泉徴収

ベトナム

原則、譲渡益
の 20％の分離課
税。譲渡益が不
明の場合、売却
額の 0.1％の分
離課税

売却額の 0.1％
の分離課税

５％の源泉分離
課税

5％の源泉分離
課税

預金利子：非課
税
その他の利子：
５％の源泉分離
課税

預金利子：非課
税
その他の利子：
５％の源泉分離
課税

（注）１．不動産が譲渡益課税の対象であり、不動産会社の株式も譲渡益課税の対象。
　　２．上場株式の場合。なお、IPOの場合は税率に 0.5％を加算。
　　３．個人が受領する場合の税率。
　　４．個人所得税法上、20％課税とされているが、1994 年６月の通知で免税措置が取られ、現在まで継続。
　　５ ．株式保有期間に応じて課税所得が変動し、保有期間が１カ月以内の場合は配当金の 100％、１カ月超１年以内の場合

は配当金の 50％、１年超の場合は配当金の 25％が課税対象となる（実際上、配当金に対する税率は、保有期間が 1カ
月以内の場合は 20％（＝ 100％× 0.2）、１カ月超～１年以内の場合は 10％（＝ 50％× 0.2）、1年超の場合は５％（＝
25％× 0.2）に）。

　　６．法人が受領する場合の税率。
　　７．個人所得税法上、利子所得の税率は 20％とされているが、2008 年 10 月に利子所得を暫定的に非課税に。
　　８．税率は住民税（所得税の 10％）を含んだもの。
　　９ ．2012年から株式譲渡益課税（証券取引所得税）が課せられていたが、2015年11月の法改正で廃止（2016年1月から適用）。
　　10．上場株式の場合。
　　11．上場株式の課税方法。非上場株式の譲渡益については、10 万ペソ以下の場合５％、10 万ペソ超の場合 10％の課税。
　　12．事業に従事していない場合に適用される税率。事業に従事している場合は 20％。
（出所）　各種資料に基づき大和総研が作成。
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ま
り
、
金
融
所
得
課
税
の
税
率
を
25

％
に
引
き
上
げ
る
と
、
84
・
０
％
の

人
が
金
融
所
得
課
税
の
税
率
の
ほ
う

が
総
合
課
税
の
限
界
税
率
よ
り
も
高

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

こ
れ
は
逆
に
い
う
と
、
わ
が
国
の

所
得
税
率
の
水
準
の
低
さ
を
示
す
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
過
去
の
た
び
重

な
る
所
得
減
税
に
よ
り
、
所
得
税
制

全
体
と
し
て
再
分
配
機
能
が
弱
体
化

し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
む
し
ろ
自
然

な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
も

は
や
所
得
税
率
の
全
体
の
水
準
を
引

き
上
げ
る
の
は
む
ず
か
し
く
、
消
費

税
率
の
引
上
げ
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い

状
態
で
あ
る
。
そ
の
点
、「
富
裕
層

へ
の
課
税
強
化
」
と
い
う
受
け
入
れ

や
す
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
る
こ
と

で
、
配
当
・
利
子
所
得
や
、
特
定
口

座
の
株
式
等
の
譲
渡
所
得
と
い
っ
た
、

自
分
で
申
告
す
る
こ
と
な
し
に
納
税

が
完
了
す
る
も
の
に
対
す
る
税
率
を

引
き
上
げ
や
す
く
し
て
い
る
よ
う
に

も
み
え
る
。
そ
れ
は
、
富
裕
層
以
外

の
国
民
に
対
し
て
も
、
あ
ま
り
気
づ

か
れ
ず
に
総
合
課
税
の
限
界
税
率
よ

り
も
高
い
税
率
で
課
税
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

創
業
者
へ
の 

一
定
の
配
慮
も
必
要

　

す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
わ

が
国
で
は
、
富
裕
層
を
対
象
に
、
財

産
債
務
調
書
制
度
（
お
よ
び
国
外
財

産
調
書
制
度
）
が
導
入
さ
れ
、
し
か

も
、
当
該
調
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
他
方

で
、
わ
が
国
の
居
住
者
が
外
国
金
融

機
関
に
設
け
た
金
融
口
座
情
報
に
つ

い
て
も
、
外
国
の
税
務
当
局
と
の
間

の
情
報
交
換
に
よ
り
、
わ
が
国
の
税

務
当
局
に
自
動
的
に
送
付
さ
れ
る
制

度
が
17
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
富
裕
層
の
資
産
や
所
得

に
関
す
る
情
報
の
収
集
体
制
を
整
備

し
た
う
え
で
、
国
外
に
転
出
す
る
場

合
、
株
式
等
の
有
価
証
券
の
含
み
益

に
出
国
税
を
課
す
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
外
堀
を
埋
め
て
出

口
も
ふ
さ
ぎ
、
そ
の
う
え
で
い
よ
い

よ
富
裕
層
へ
の
課
税
強
化
に
踏
み
出

そ
う
と
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で

き
る
。

　

大
衆
増
税
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、

年
間
所
得
50
億
円
と
か
１
０
０
億
円

と
い
っ
た
超
富
裕
層
の
み
を
対
象
に

課
税
を
強
化
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
所
得
者
層
は
、
配
当
に
関
し
て
は

大
口
株
主
と
し
て
す
で
に
総
合
課
税

の
適
用
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
高

い
。
株
式
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
ら
の
超
富
裕
層
は
、
特
定
口
座

を
使
わ
ず
申
告
納
税
し
て
い
る
ケ
ー

ス
が
多
い
と
推
察
さ
れ
る
こ
と
や
所

得
金
額
の
規
模
か
ら
す
る
と
、
創
業

者
が
上
場
前
に
保
有
し
て
い
た
株
式

を
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
伴
い
譲
渡
し
た
ケ
ー
ス

な
ど
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
創
業
者
が
長
年
の
経
営
努

力
を
積
み
重
ね
て
得
た
創
業
者
利
得

に
対
し
、
高
い
税
率
で
課
税
す
る
と

な
る
と
、
新
規
事
業
の
芽
を
摘
む
方

向
に
働
か
な
い
か
が
気
に
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
わ
が
国
の
周
辺
諸
国

の
配
当
や
株
式
譲
渡
益
の
税
制
を
み

る
と
、
わ
が
国
よ
り
も
優
遇
し
て
い

る
国
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
創
業
者

が
上
場
前
の
株
価
が
低
い
段
階
で
、

出
国
税
は
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

税
率
が
低
く
、
か
つ
英
語
が
通
じ
れ

ば
、
周
辺
諸
国
に
出
国
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
富
裕
層
が
、

金
融
所
得
課
税
の
税
率
や
こ
れ
に
基

づ
く
出
国
税
の
税
率
が
引
き
上
げ
ら

れ
る
前
に
早
め
に
出
国
す
る
可
能
性

も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
も
考
慮
す

る
と
、
超
富
裕
層
の
み
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
し
た
課
税
強
化
に
つ
い
て
も
慎

重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
注
）１　

２
０
１
６
年
度
第
５
回
税
制
調

査
会
「
説
明
資
料
〔
所
得
税
③
〕」

（
16
年
10
月
25
日
／
財
務
省
）
７
ペ

ー
ジ

２　

本
稿
で
は
簡
略
化
の
た
め
、
復

興
特
別
所
得
税
の
記
載
は
省
略
し
て

い
る
。

３　

経
済
同
友
会
「
未
来
へ
の
希
望

を
拓
く
税
制
改
革
」（
16
年
10
月
３

日
）
17
ペ
ー
ジ

４　

２
０
１
５
年
度
第
24
回
税
制
調

査
会
「
説
明
資
料
〔
所
得
税
③
〕」

（
15
年
10
月
23
日
／
財
務
省
）
22
ペ

ー
ジ

よ
し
い　

か
ず
ひ
ろ

87
年
大
阪
大
学
法
学
部
卒
、
同
年
大

和
証
券
に
入
社
。
ア
ナ
リ
ス
ト
業
務

を
経
て
、
89
年
４
月
に
現
在
の
部
署

に
異
動
し
、
主
と
し
て
会
計
・
税
務

・
金
融
規
制
等
の
調
査
を
担
当
。
06

年
４
月
か
ら
現
職
を
務
め
、
証
券
・

金
融
関
係
の
法
律
・
制
度
の
調
査
を

統
括
。
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